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出典：1965－1970年 茨城県「筑波研究学園都市」 、1975－2015年 国勢調査（合併前は旧町村の数値を合算）、
2020－2045年 日本の将来推計人口（平成29年推計）（国立社会保障・人口問題研究所）を加工して作成

②居住誘導区域

計画策定の目的

 つくば市は2035年まで人口が増加すると予測されていますが、年齢構成別では、高齢人口が増え、年少人口

や生産年齢人口は減少すると考えられています。税収が減少する一方で、歳出に占める社会保障費の割合が

増加することでインフラの老朽化への対応等が困難になると想定されます。これらを踏まえ、立地適正化計

画を策定し、都市計画マスタープランで定めた都市構造の実現に向けた取り組みを推進します。

立地適正化計画について

立地適正化計画イメージ図

③都市機能誘導区域

①立地適正化計画区域

 立地適正化計画は、市町村が都市全体の観点から作成する、

居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通

の充実等に関する包括的なマスタープランです。コンパクト

なまちづくりの形成を促進し、生活サービス機能を計画的に

誘導していくために、おおむね20年後の都市の姿を展望して

策定する計画です。

 人口減少や少子高齢化等による都市の課題に対応するために

は、日常生活に必要な生活サービスや行政サービスが住まい

などの身近に存在する「コンパクトシティ+ネットワーク」

のまちづくりを進めていくことが重要であるとされ、平成26

年８月には「都市再生特別措置法」（以下「法」という。）

の一部改正により立地適正化計画制度が創設されました。

 コンパクトシティ化の効果として、以下の点が挙げられてい

ます。

•生活サービスの維持

•サービス産業の生産性の向上

•行政コストの縮減と固定資産税の維持

•健康の増進

•環境負荷の低減

 つくば市のまちづくりにおいては、「つくば市都市計画マス

タープラン2015（以下「都市計画マスタープラン」とい

う。）において、つくば市型の「多極ネットワーク型コンパ

クトシティ」の構築を図る旨を定め、これまでもコンパクト

シティの構築に向けて各種施策に取り組んできました。

立地適正化計画の概要

【誘導する施設の例】
医療施設、社会福祉施設、教育文化施設、商業施設 等
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出典：国土交通省「国土の長期展望とりまとめ」

都市計画区域全体とする
ことが基本となります。

居住を誘導して人口密
度を維持することで、
生活サービスやコミュ
ニティが確保されるよ
う、居住を誘導する区
域です。市街化調整区
域には定められませ
ん。

医療・福祉・商業等の都市機能増進施設を適切に誘導し集
約化することにより、効率的な提供を図る区域です。

立地適正化計画について

http://1.bp.blogspot.com/-7fpj8rbIkYw/UUhhhdZPRWI/AAAAAAAAO74/BnpLP-WFwT4/s1600/train_red.png
http://1.bp.blogspot.com/-7fpj8rbIkYw/UUhhhdZPRWI/AAAAAAAAO74/BnpLP-WFwT4/s1600/train_red.png
http://3.bp.blogspot.com/-B7oe4x6llFw/UUFxol28B7I/AAAAAAAAOyM/UD4uONn35NE/s1600/car_taxi.png
http://3.bp.blogspot.com/-B7oe4x6llFw/UUFxol28B7I/AAAAAAAAOyM/UD4uONn35NE/s1600/car_taxi.png
http://3.bp.blogspot.com/-B7oe4x6llFw/UUFxol28B7I/AAAAAAAAOyM/UD4uONn35NE/s1600/car_taxi.png
http://3.bp.blogspot.com/-B7oe4x6llFw/UUFxol28B7I/AAAAAAAAOyM/UD4uONn35NE/s1600/car_taxi.png


2

計画の区域と期間

 立地適正化計画は、都市計画区域において定められる計画です（法第81 条第1 項）。つくば市では、都市全

体を見渡す観点から、研究学園都市計画区域である市全域を立地適正化計画区域とします。

 計画期間は、計画開始を2018年度（平成30年度）とし、「つくば市都市計画マスタープラン2015」と整合

する、おおむね20年後の2035 年度までとします。

計画の位置づけ

 本計画は、法第81条第12項に基づき、本市のまちづくりの指針である「つくば市未来構想」及び、茨城県

が定める「研究学園都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）」、本市の

都市計画に関する基本的な方針である都市計画マスタープランに即して定めます。

 また、関連する各種計画として、「つくば市地域公共交通網形成計画」や「つくば市公共施設等総合管理計

画」などの分野別計画や個別の都市計画との整合を図ります。

 本計画における居住誘導区域及び都市機能誘導区域は市街化調整区域には設定しませんが、市街化調整区域

における各種施策については、都市計画マスタープランにおいて定めた全体構想や、コミュニティプランに

基づいて、取り組みを進めます。

地区計画
• つくば市地域公共交通網形成計画（平成28年４月）
• つくば市公共施設等総合管理計画（平成29年２月）
• つくば市人口ビジョン（平成27年10月） 等

分野別関連計画個別の都市計画

つくば市未来構想（平成27年３月） 研究学園都市計画区域マスタープラン（平成28年５月）

整備推進と規制・誘導の連携による目指す都市像の実現

市街地
開発事業

都市施設地域地区区域区分

等

つくば市都市計画マスタープラン2015
（平成28年１月）

［都市計画に関する基本的な方針（都市計画法第18条の２）］

つくば市立地適正化計画
［住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画

（法第81条第１項）］

全体構想
コミュニティプラン
（地域レベルの構想） 等

居住誘導
区域

都市機能
誘導区域

誘導施設
等

一部とみなされる（法第82条）
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立地適正化計画について
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出典：「行政区域別年齢別人口統計（10月1日現在）」をもとに作成

旧町村別の人口構成の変化

研究学園地区の人口推移 つくばエクスプレス沿線地区の人口推移
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つくば市の現況と課題
現況と課題の整理

人口

• 市全体における人口増加は2035年まで続き、その後減少に転じる見込みです。
• 高齢化は全地区で進行しており、今後も継続すると考えられます。
• 研究学園地区、つくばエクスプレス沿線地区の人口が増加する一方で、周辺部では人口減少が

進んでいるため、地区間の人口実数・構成比の差が大きくなると予想されます。

出典：「行政区域別人口統計」をもとに作成（各年１月１日現在）出典：～平成２年「茨城県『研究学園都市』」、
平成７年～「統計つくば」をもとに作成（各年10月１日現在）

250ｍメッシュ 人口密度250ｍメッシュ 人口総数

（人）

年 年

出典：平成27年度国勢調査

つくば市の現況と課題
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鉄道 路線バス・都電 自動車 自動二輪車 自転車 徒歩 その他

都市交通
• 移動手段における自動車の割合が約６割、特に周辺部での自動車利用割合が高くなっています。
• つくば駅周辺等の中心部では、自転車や徒歩の割合も比較的高くなっています。

財政
• 市民税や固定資産税等は、人口増加による税収増の傾向が続くことが想定されます。しかし、

自主財源の割合は微減傾向です。
• 歳出に占める民生費の割合が増加しており、高齢化によってその傾向は続くと考えられます。

市内の発ゾーン別の交通手段分担率市内発着トリップの交通手段分担率

出典：「つくば市地域公共交通網形成計画」をもとに作成（上図・右図ともに）
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出典：「つくば市歳入歳出決算書」をもとに作成

出典：総務省「市町村別決算状況調」をもとに作成

地方税
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諸収入・財産収入
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つくば市の現況と課題

＜自転車＞＜自動車＞ ＜徒歩＞
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１）まちの現状

土地利用

• 研究学園地区やＴＸ沿線地区中心の市街化区域内で宅地化が進んでいる
• 市街化調整区域の約1,600haが指定区域である（都市計画法第34条第11号、第12号指定区域）
• 国家公務員宿舎が、合計36ha程度売却される予定である
• 周辺部の空き家数・空家率が高い傾向となっている

都市交通
• つくばエクスプレス、つくバス、つくタク等の公共交通利用者数は増加傾向である
• 近隣自治体と通勤・通学等で密接に連携している

都市基盤
• 研究学園地区のペデストリアンデッキ等の都市基盤施設が老朽化している
• 上下水道は未整備区域がある

経済活動

• つくば駅周辺、研究学園駅周辺に事業所・従業者が集積している
• 研究機関が立地する場所に従業者が多い
• 市街化調整区域に大規模商業施設が立地している
• 市街化区域内において、大規模商業施設の撤退等によりにぎわいと生活利便性が低下してい

る

都市機能
• 研究学園地区に産業・経済・文化等の高度な都市機能が集積している
• ＴＸ沿線地区では都市機能の立地が少ない

災害 • 土砂災害や洪水等の災害発生の恐れのある地域が存在している

地価
• つくば駅周辺等の中心部では比較的高い地価水準の一方、周辺部の市街地における地価は下

落傾向である

市民意向
• TX沿線地区では、定住意向が高く、生活利便性の評価が高い
• 研究学園地区では、都市機能の充実に対する評価が高い
• 全地区に共通して生活利便施設へのニーズが高い

 前記の内容以外にも、以下のようなまちの現状とまちづくり上の課題があります。

市街地環境の
維持・向上

• 周辺部における市街地の人口減少・少子高齢化による市街地の低密度化。それによる居
住環境の悪化、住宅団地の老朽化

都市機能の
維持・向上

• 市街地の低密度化に伴う生活利便施設等の撤退による生活の質の低下や維持コストの増
大

• ＴＸ沿線地区、研究学園地区における宅地供給と都市機能の配置・誘導とのバランスの
維持

• 市街化調整区域の集落、住宅団地等における都市機能の維持

公共交通の
利便性・持続性

• 将来的な人口減少に伴う公共交通利用者数の減少
• 利用者減少に伴う、公共交通のサービスレベル低下や市民の公共負担増加の可能性

災害に対する
安全性

• 市街地にも土砂災害などの恐れのある区域が存在しており、安全な市街地の形成上、支
障をきたす可能性

財政の健全性

• 道路や下水道等の社会基盤が今後老朽化し、必要な経費が増加していくことから、財政
状況が悪化する恐れ

• 高齢化の進展に伴い社会保障費等が増大
• 公共施設の維持・更新費の将来的な増大が懸念される

２）まちづくり上の課題

つくば市の現況と課題
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まちづくりの基本理念と将来都市像

基本的なまちづくりの指針である「つくば市未来構想」や「つくば市都市計画マスタープラン2015」にお

ける将来像を共有するとともに、多様な主体が一体となって、誰もが住みやすく、住んでみたい、住み続け

たいと心から感じることのできるまちを創り出し、次世代に引き継いでいくことをまちづくりの基本理念と

します。

人と自然・科学が調和した“スマートガーデンシティ”
～みんなでつむぎ、つないでいくまち～

基本理念

高度で多様な都市機能が集積した中心市街地と、身近な生活拠点が適切に配置され

た日常生活圏とが、公共交通など総合的な交通体系により効率的に連絡しあう、多様

な地域核のある集約型都市

「多極ネットワーク型の持続可能でコンパクトな都市」

将来都市像

３ 周辺部の集落や団地の地域コミュニティの維持

２ 地域の核となる拠点の形成

１ 広域的な拠点の形成

都市機能の集約、高密度な居住誘導により、メリハリあるまちづくりを実現するため、拠点の利便

性の向上を図り、広域的な核として活力・にぎわいの創出を推進します。

将来的な人口減少や高齢化の進行を見据え、拠点への生活サービス機能の集約を進めるとともに、

徒歩や自転車、公共交通を用いて拠点に容易にアクセスできるエリアへの定住を促進します。

つくば市地域公共交通網形成計画と連携し、将来の都市構造を構成する骨格軸として、鉄道及び主

要なバス路線を位置づけ、各拠点間や地域間の連携を充実化し、同軸上やその周辺地域へ都市機能

や居住を誘導し、持続的な都市経営を推進します。

４ 生活を支える主要な公共交通ネットワークの形成

周辺部の集落や団地等については、人口減少や高齢化の中でも、地域コミュニティを維持し、持続

可能な地域づくりを目指します。

まちづくりの目標

立地適正化計画の基本的な方針

立地適正化計画の基本的な方針
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拠点とネットワークの設定

将来都市構造の考え方
 拠点の位置づけに応じて、担うべき機能・役割を明確にし、持続可能な都市及び拠点づくりに向け、居住

と都市機能の維持・向上に向けた誘導を図っていきます。

 交通利便性が高く、様々な都市機能が介在し、本市の中心的役割を担う地区は、広域的な拠点の形成を目

指していきます。

 周辺市街地等については、生活サービス機能が集積する地区などを中心に、商業施設や生活サービス施設

などの存続により、地域の日常生活やコミュニティ活動の場となる地域の核となる拠点の維持・継続を目

指します。

 広域的な拠点や地域の核となる拠点と既存集落等を公共交通などでネットワークを設定し、これら拠点に

行きやすい交通環境を整えることで、自立可能な生活圏の実現を目指します。

 まちづくりの基本理念や将来都市構造の考え方、都市計画マスタープランにおける位置づけを踏まえ、拠

点や区域を設定します。

将来都市構造

①広域的な拠点

ア
広域中心
拠点

広域公共交通や市内公共交通との拠点である「つくば
駅周辺」「葛城地区」

イ
都市生活
拠点

「葛城地区」を除く、つくばエクスプレス沿線地区で
ある「島名・福田坪地区」、「萱丸地区」、「中根・
金田台地区」、「上河原崎・中西地区」

②地域の核となる拠点

ウ
地域生活
拠点

ＤＩＤ地区又は新住宅市街地開発事業により整備され
た区域で、都市機能（行政機能、商業機能、福祉機能、
医療機能、交通機能等）が適切に整備されている区域

エ
地域居住
整備区域

ア～ウ以外のＤＩＤ地区や市街地開発事業により整備
された区域で、住居系の用途地域のみ指定されている
区域又は商業系の用途地域は指定されているが、都市

機能の整備がされていない区域

オ
地域居住
維持区域

上記ア～エ以外で、周辺部等の住居系市街化区域

カ
土地利用
検討区域

将来的な土地利用計画が定まっていない、市街化区域
内の大規模な未利用地

③周辺部の集落や団地の地域コミュニティ

キ
周辺コ

ミュニティ
地域

市街化調整区域内の農村集落や住宅団地等

④生活を支える主要な公共交通ネットワーク

ク
地域交通
結節拠点

市街化調整区域内でバス路線等により、交通結節機能
を有する区域

ケ
地域商業
拠点

市街化調整区域内で、市域全域の生活を支える商業エ
リア（延べ床10,000㎡以上の大規模商業施設が立地す
る地区）

将来都市構造のイメージ

将来都市構造



8

居住誘導区域（法定区域）

 居住誘導区域は以下の視点に基づき設定します。なお、良好な居住環境を形成するためには、一定面積以

上の規模が必要とされることから、小面積の区域は除外します。

誘導区域と誘導施設

視点⓪：区域区分 法に基づき、市街化調整区域は除外します

視点①：既存の土地利用との整合 非住居系用途地域や住居が規制されている区域は除外します

視点②：安全な市街地の形成
土砂災害特別警戒区域等、災害等の危険性がある区域は、居住区域として
不適であるため、原則として除外します

視点③：公園・緑地等の保全
公園・緑地や歴史文化遺産等の区域は、今後とも保全していくことが重要
であるため、除外します

視点④：土地利用計画の確度
土地利用計画が定められており、その地区の具体的な土地利用の方針が定
まっている地区を、居住誘導区域の対象とします

誘導区域と誘導施設
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都市機能誘導区域（法定区域）

 将来都市構造における広域中心拠点のうち、都市再生を行うべき区域を都市機能誘導区域に設定します。

 都市機能誘導区域を設定するにあたり、次の５つの視点に基づき設定します。

視点①：居住誘導区域の指定 居住誘導区域に指定されている

視点②：公共交通機能の状況 公共交通（鉄道駅、バス停等）の結節機能がある

視点③：人口密度 人口密度が１ha当たり40人以上である

視点④：都市再生の必要性 都市再生を行うべき区域を考慮する

視点⑤：事業実施区域の状況 都市再生整備計画事業、都市再構築戦略事業等の実施を考慮する

 都市機能誘導区域の設定方針に基づき、公共交通機能の状況、人口密度、市街化区域に対する割合、都市

の再生を実施すべき地域として、本市の中心市街地であるつくば駅周辺を都市機能誘導区域に設定しま

す。

将来都市構造にお
ける位置づけ

区域の名称 設定の考え方 設定地区

広域中心拠点
都市機能
誘導区域

人口が集積し、多様な公共施設、充実した都市基盤、高度な医療機能や市最大の

交通結節機能を有するとともに、市域全体の持続的発展を牽引する中心市街地の

形成を図ります。

つくば駅周辺

凡例

都市機能誘導区域

誘導区域と誘導施設
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都市機能誘導区域内に必要な施設

 広域的な拠点であることや国の制度等を活用した事業での実現性を考慮し、立地することが望ましい誘導

施設を設定します。

誘導施設（法定事項）

機能 施設 定義等

商業機能
百貨店や総合スーパー等の小売店
（店舗面積：5,000㎡以上）

日本標準産業分類等による区分

児童福祉機能
子育て支援施設 都市再生整備計画事業ハンドブックによる

児童発達支援センター 児童福祉法第四十三条

教育機能

大学 学校教育法第一条

専修学校 学校教育法第百二十四条

図書館 図書館法第二条第一項

文化・交流機能

美術館・博物館 博物館法第二条

地域交流センター 都市再生整備計画事業ハンドブックによる

市民活動センター つくば市市民活動センター条例による

多目的ホール コンサートやスポーツ等のイベント等に使用される施設

医療機能
特定機能病院 医療法第四条

地域医療支援病院 医療法第四条の一

健康機能 体育館（観客席あり）

産業・業務機能 産業振興センター つくば市産業振興センター条例による

 法によって定めることとなっている誘導施設以外にも、都市機能誘導区域内において、居住者の共同の福

祉または利便のために維持すべき施設や、地域生活において利便性が向上する施設として、以下の施設な

どが考えられます。

機能 主な施設

行政機能 市役所、窓口センター、出張所等

商業機能 スーパー等の小売店、ホテル等

金融機能 銀行、郵便局、農業協同組合等

児童福祉機能 子育て支援センター、保育所、認定こども園、児童館、児童クラブ等

高齢者福祉機能 通所系施設、訪問系施設、入所系施設等

教育機能 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等

文化・交流機能 市民ホール等

医療機能 病院（特定機能病院及び地域医療支援病院を除く）、診療所等

健康機能 保健センター、スポーツジム等

防犯・防災機能 警察署、交番、駐在所、消防署、消防署（分署）等

誘導施設以外の必要な施設

誘導区域と誘導施設
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 つくば市は、成り立ちや発展の経緯から､独自の都市構造を有しています。「つくば駅周辺」以外の拠点・

区域も、目指すべき将来都市構造を実現するための機能・役割を担っており、その機能や役割に応じた都

市機能に係る区域の位置づけを示すために、法定区域ではない任意の区域を、その他の区域として設定し

ます。

 各拠点や区域を構成する地区の成り立ちや、地区を取り巻く市街化調整区域における都市機能増進施設等

の立地状況を考慮するとともに、既存の都市機能増進施設や都市基盤などのストック活用を基本としなが

ら、都市基盤の状況などの地域特性、市の地理的状況や生活圏等を考慮した設定を行います。

その他の区域
その他の区域（任意の区域）の設定

将来都市構造
における位置

づけ

その他の区域
の名称

設定の考え方

広域中心
拠点

都市機能
整備区域

中心市街地であるつくば駅周辺地区と
の連携を強化するとともに、それぞれ
が有する都市機能をうまく活用し、市

域全体の持続的発展を牽引する区域の
形成を図ります。

都市生活
拠点

都市生活機能
整備区域

つくばエクスプレスの駅を有する開発
地区であり、幹線道路を中心に、地域
の核となる商業・業務施設等を配置し、

それぞれの地区における土地利用計画
や道路をいかした都市生活機能を有す
る区域の形成を図ります。

生活拠点機能
整備区域

つくばエクスプレス沿線の開発地区で
あり、緑地と宅地が一体となった緑景
観住宅地など新たな田園都市型のライ

フスタイルを提供するとともに、地域
住民等に対する日常サービス機能や交
流機能を有する区域の形成を図ります。

地域生活
拠点

主に新住宅市街地開発事業により整備
された区域で、公務員宿舎の廃止・売
却が進められており、その跡地の活用

や近隣住民の暮らしを支える生活拠点
機能を有する区域の形成を図ります。

地域居住整備
区域

主に土地区画整理事業により整備され
た市街地であり、研究学園地区及び市
内北部地域の生活圏等を考慮し、生活

拠点機能を有する区域の形成を図りま
す。

地域居住維持
区域

旧町村の中心として発展してきた市街
地と土地区画整理事業により整備され
た市街地が一体となって形成されてお

り、交通利便性や市内南部地域の生活
圏等を考慮し、生活拠点機能を有する
区域の形成を図ります。

地域生活機能
維持区域

旧町村の中心として発展してきた市街
地であり、周辺の集落等を含めた地域
の生活機能を有することから、今後も

引き続き地域生活機能の維持を図りま
す。

その他の区域
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目標値の設定

計画の推進

居住誘導施策 都市機能誘導施策

実現化方策

居住の誘導に関する指標
現状（2015年） 目標（2035年）

居住誘導区域内の人口密度の向上 40.3人/ha 48.6人/ha

市全体人口に対する居住誘導区域内の人口割合の増加 53.3% 58.0%

 市民にとって暮らしやすく、住み続けたいと思えるような居住・生活環境の維持・向上を図るために必要
となる、各種施策に取り組んでいきます。

項 目 施 策

中心市街地の
機能充実

• 商業・産業振興
• エリアマネジメント体制の構築
• パブリックスペースを活用したプレイスメイ

キング
• 公共施設・機能の再配置
• 公的不動産等既存ストックの有効活用
• 子育て支援機能の充実 など

市独自に設定
したその他の
区域の施策

• 地域生活拠点の強化
• 空き店舗の活用支援
• 都市計画制度の運用見直し
• 公共施設等の適切な維持・管理
• 地域拠点活力共創マネジメント事業
• 公共施設跡地利用の促進
• 大規模未利用地の適正な土地利用誘導 など

公共交通施策
や基盤施設の
更新

• 公共交通ネットワークの強化
• ＴＸの利用促進
• 幹線＋支線システムによる地域公共交通網の

改編
• 歩行空間・自転車利用環境の整備
• 道路等の基盤施設の維持・改修・更新
• 無電柱化の推進
• 上下水道の整備推進
• 防災機能の強化 など

国の制度や市
の事業
(今後の検討が
必要)

• 都市再生整備計画事業の検討
• 都市再構築戦略事業の検討
• 都市機能立地支援事業の検討
• 認定誘導事業の検討
• 税制措置の検討
• 民間都市開発推進機構による金融支援の検討
• まちづくり会社の設立検討
• 公的不動産の民間活用検討
• 用途地域等の見直し など

項 目 施 策

住宅施策

• 空き家の適正管理と有効活用
• サービス付き高齢者向け住宅事業の促進
• 防災・減災対策と連携した安心・安全な

居住環境の確保 など

中心市街地の
住環境施策

• 公務員宿舎跡地の適正誘導
• 地区計画・景観協定等による街並み誘導

など

周辺市街地等
の振興施策

• 地域再生プラットフォームの構築
• 地域提案型既成市街地振興事業
• 地域共創実証モデル事業 など

基盤整備

• 都市計画道路、市道の整備
• 都市公園の整備
• 上下水道の整備
• 無電柱化の推進 など

交通環境の整
備

• 交通結節機能の向上
• 公共交通ネットワークの強化
• 幹線＋支線システムによる地域公共交通

網の改編 など

国の制度や市
の事業
(今後の検討
が必要)

• 都市再生整備計画事業の検討
• 居住誘導区域内への移転支援の検討
• 居住誘導区域内の不動産取得費用支援の

検討
• 用途地域等の見直し など

都市機能の誘導に関する指標 現状（2017年） 目標（2035年）

市内の誘導施設等数に対する都市機能誘導区域内の誘導施設等数の割合増加 8.1% 9.0%

公共交通に関する指標 現状（2015年） 目標（2035年）

バス停カバー圏域（500m）人口割合の向上 76.7% 80.1%

計画の推進
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出典：「つくば市都市計画マスタープラン2015（概要版）」をもとに作成

コミュニティ設定図 コミュニティプラン全体図

その他の区域及び市街化調整区域に関する施策

 本計画は、都市計画マスタープラン等に即して定め、策定後は都市計画マスタープランの一部とみなされま

す。

 そのため、本計画に記載されていない、その他の区域や市街化調整区域に関する各種施策は、都市計画マス

タープランに基づいて取り組んでいきます。

 都市計画マスタープランにおいては、コミュニティ単位での活性化を図ることを目的に、地域レベルのまち

づくり構想としてコミュニティプランを設定しています。コミュニティプランでは、各地域の特徴的な資源

を活用したまちづくりを推進するとともに、各コミュニティを結ぶインフラ整備を進めることで、８つのコ

ミュニティが一体化したつくば市の形成を図ることとしています。

 なお、市街化調整区域内の大規模商業施設の維持等について、今後検討が必要であると考えています。

計画の推進
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• 計画の策定
• 計画の見直
し

• 評価に基づ
く施策の改
善

• 達成状況の
把握

• 目標の評価

• 各種施策の
実施

届出

 居住誘導区域外で行われる、以下に示す一定規模以上の開発行為又は建築行為については、市への

届出が義務づけられます。（法第88 条第１項）

１）居住誘導区域外における開発行為等の届出

①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為をしようとする場合

②１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1000㎡以上のものをしよう

とする場合

①３戸以上の住宅を新築しようとする場合

②建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等にしようとする場合

 都市機能誘導区域外で都市機能誘導区域内に設定した誘導施設を有する建築物の開発行為又は建築

行為を行おうとする場合には、市への届出が義務づけられます。（法第108 条第１項）

２）都市機能誘導区域外における誘導施設の開発行為等の届出

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

① 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

② 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物にしようとする場合

③ 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物にしようとする場合

開発
行為

建築等
行為

開発
行為

開発行
為以外

 誘導区域外における施設の立地動向を把握するために、誘導区域外において以下に示す行為を行おうとす

る場合には、市への届出が義務づけられます。

計画の評価と見直し
 本計画は2035年までを計画期間としていますが、おおむ

ね５年ごとに施策・事業の実施状況について調査・分析を

行うとともに、進捗状況や妥当性等を精査・検討します。

 評価は、設定した目標値の達成状況等の評価・分析、誘導

施設の立地状況や人口動態等を把握します。

 その結果に応じて誘導区域や誘導施設の設定、新たな施策

の盛り込みや既存施策の更新を実施します。

 評価の際には、定量的目標値に限らず、国勢調査をはじめ

とする最新データを活用して評価を行います。

 各種評価結果を参考に、都市計画マスタープラン改訂等の

タイミングにあわせて、本計画の見直しを検討します。

 将来展望に変化が生じるような社会経済情勢の変化や関連

計画の変更などを踏まえて、随時見直しを行うものとしま

す。

 右に示すPDCA サイクルの考え方に基づき、継続的に計

画の評価・管理及び見直しを行っていきます。

Plan Do

CheckAction

（計画） （実施・実行）

（評価・検証）（見直し・改善）

 都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止、又は廃止しようとする場合には、これらの行為に着手し

ようとする日の30日前までに、市への届出が義務づけられます。（法第108 条の２第１項）

計画の推進
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